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既
存
の
計
画
を
離
島
振
興
計
画
と
位
置
付
け
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て

1

○
離
島
振
興
計
画
の
記
載
事
項
を
全
て
包
含
す
る
他
の
計
画
を
既
に
策
定
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
計
画
を
離
島
振
興
計
画
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
法

令
上
の
対
応
を
し
、
又
は
運
用
を
見
直
す
。

○
既
存
計
画
が
離
島
振
興
計
画
の
記
載
事
項
を
全
て
包
含
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
記
載
事
項
を
別
に
取
り
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
り
記
載
事
項
を
充
足
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
よ
う
に
法
令
上
の
対
応
を
し
、
又
は
運
用
を
見
直
す
。

〇
離
島
振
興
法
は
、
離
島
が
他
の
地
域
に
比
較
し
て
厳
し
い
自
然
的
社
会
的
条
件
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
法
の
目
的
（
離
島
の
自
立
的
発
展
の
促
進
、
島
民
の
生
活
の

安
定
及
び
福
祉
の
向
上
、
地
域
間
の
交
流
促
進
、
離
島
の
無
人
化
や
離
島
に
お
け
る
著
し
い
人
口
減
少
の
防
止
、
離
島
に
お
け
る
定
住
の
促
進
等
）
を
達
成
す
る
た
め
、

公
共
事
業
の
補
助
率
の
嵩
上
げ
、
交
付
金
等
の
交
付
な
ど
、
離
島
の
振
興
の
た
め
の
特
別
の
措
置
を
規
定
し
て
い
る
。

○
離
島
振
興
計
画
を
定
め
る
場
合
に
は
、
関
係
都
道
府
県
は
、
国
が
定
め
る
離
島
振
興
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
つ
い
て
定
め
る
と
さ
れ
て
い
る
。

○
離
島
振
興
計
画
は
、
国
が
講
じ
る
特
別
の
措
置
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
以
下
を
踏
ま
え
て
作
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

・
国
が
定
め
る
離
島
振
興
基
本
方
針
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

・
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
ご
と
に
置
か
れ
て
い
る
地
理
的
・
自
然
的
特
性
が
異
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
地
域
ご
と
の
課
題
に
即
し
て
立
案
さ
れ
る
こ
と

既
存
計
画
の
記
載
事
項
が
重
複
し
て
い
た
と
し
て
も
、
離
島
振
興
計
画
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
か
は
、
改
め
て
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

⇒
単
に
計
画
の
記
載
事
項
が
重
複
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
離
島
振
興
計
画
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

〇
法
が
規
定
す
る
離
島
振
興
計
画
の
作
成
プ
ロ
セ
ス
は
、

・
主
務
大
臣
が
定
め
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
作
成
さ
れ
る
こ
と
（
法
第
４
条
第
１
項
）

・
作
成
に
あ
た
り
、
離
島
地
域
の
あ
る
市
町
村
に
案
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
（
法
第
４
条
第
５
項
）

・
市
町
村
は
案
の
作
成
に
あ
た
り
住
民
の
意
見
を
反
映
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
（
法
第
４
条
第
８
項
）

と
さ
れ
て
い
る
。

○
作
成
過
程
に
お
い
て
、
他
の
計
画
を
転
載
す
る
こ
と
を
含
め
、
ど
の
よ
う
な
調
整
を
と
る
か
は
、
策
定
す
る
都
道
府
県
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
（
法
令
で
定
め
る
プ
ロ
セ
ス
は
住

民
意
見
の
反
映
等
、
限
定
的
で
あ
る
）
、
作
成
・
調
整
過
程
の
合
理
化
は
、
現
行
に
お
い
て
も
可
能
で
あ
る
。

第
１
次
回
答
（抄
）

提
案
団
体
が
求
め
る
措
置
の
具
体
的
内
容

○
離
島
振
興
法
第
４
条
第
１
項
及
び
第
５
項
の
立
法
趣
旨
を
十
分
に
踏
ま
え
、
そ
れ
ら
規
定
に
基
づ
く
法
定
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
「
国
が
定
め
る
離
島
振
興
基
本
方
針
と
の
適
合

性
」
や
「
離
島
関
係
市
町
の
意
見
の
反
映
等
」
に
つ
い
て
、
既
存
計
画
と
の
内
容
確
認
等
を
適
切
に
行
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
の
提
案
で
あ
り
、
自
治
体
に
お
け
る
条
件

不
利
地
域
の
振
興
を
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
図
り
、
何
よ
り
も
地
域
住
民
に
わ
か
り
や
す
い
振
興
方
針
（
計
画
）
づ
く
り
を
行
う
観
点
か
ら
、
今
回
の
提
案
に
つ
い
て
、
ご
理

解
い
た
だ
き
た
い
。

第
１
次
回
答
を
踏
ま
え
た
提
案
団
体
か
ら
の
見
解
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○
離
島
振
興
法
に
定
め
る
作
成
プ
ロ
セ
ス
（
※
）
に
即
し
て
作
成
さ
れ
る
限
り
、
離
島
振
興
計
画
の
作
成
過
程
に
お
い
て
、
他
の
計
画
を
転
載
す
る
こ
と
を
含
め
、
ど
の
よ
う

な
調
整
を
と
る
か
は
、
作
成
す
る
都
道
府
県
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

（
※
）
離
島
振
興
法
に
定
め
る
離
島
振
興
計
画
の
作
成
プ
ロ
セ
ス

①
主
務
大
臣
が
定
め
る
基
本
方
針
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
こ
と

②
作
成
に
あ
た
り
、
離
島
地
域
の
あ
る
市
町
村
に
案
の
提
出
を
求
め
る
こ
と

③
市
町
村
は
案
の
作
成
に
あ
た
り
住
民
の
意
見
を
反
映
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と

既
存
の
計
画
を
離
島
振
興
計
画
と
位
置
付
け
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て

○
都
道
府
県
が
、
既
存
の
計
画
に
離
島
振
興
計
画
と
し
て
必
要
十
分
な
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
と
判
断
し
、
そ
れ
が
離
島
振
興
法
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

り
、
離
島
振
興
法
に
定
め
る
作
成
プ
ロ
セ
ス
に
即
し
て
策
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

・
当
該
既
存
計
画
の
関
係
部
分
を
抜
粋
し
て
離
島
振
興
計
画
と
し
て
作
成
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
。

・
既
存
の
計
画
に
離
島
振
興
計
画
に
必
要
な
事
項
を
追
記
す
る
等
に
よ
り
、
作
成
す
る
こ
と
も
差
し
支
え
な
い
。

○
計
画
策
定
等
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
効
率
的
・
効
果
的
な
計
画
行
政
の
進
め
方
を
示
し
た
「
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
・
ガ
イ
ド
」
及
び
計
画
行
政
の
見
直
し
の
進
め
方
を
示
し
た

「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
2
0
2
3
」
に
基
づ
い
て
、
地
方
か
ら
の
提
案
が
最
大
限
実
現
す
る
よ
う
前
向
き
に
対
応
い
た
だ
き
た
い
。

○
第
１
次
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
、
離
島
振
興
基
本
方
針
に
適
合
し
、
離
島
地
域
の
住
民
の
意
見
を
反
映
し
た
計
画
が
、
既
存
の
計
画
と
し
て
存
在
す
る
場
合
に
は
、
当
該
計

画
を
離
島
振
興
計
画
と
位
置
付
け
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
と
の
発
言
が
あ
っ
た
。
そ
の
旨
を
通
知
等
で
明
確
に
し
、
周
知
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

○
既
存
の
計
画
と
離
島
振
興
計
画
と
し
て
追
加
で
記
載
が
必
要
な
事
項
を
別
に
取
り
ま
と
め
た
も
の
と
を
セ
ッ
ト
に
す
れ
ば
、
離
島
振
興
計
画
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
で
は
な
い

か
。

○
作
成
・
調
整
過
程
の
合
理
化
は
、
現
行
に
お
い
て
も
可
能
で
あ
る
が
、
改
め
て
以
下
の
内
容
に
つ
い
て
、
令
和
５
年
度
中
に
関
係
自
治
体
に
対
し
通
知
し
、
周
知
す
る
。

第
２
次
回
答

提
案
募
集
検
討
専
門
部
会
か
ら
の
主
な
再
検
討
の
視
点
（重
点
事
項
）

2
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令和５年地方分権提案 特定地域づくり事業協同組合制度における 

派遣可能な業務の拡大（重点事項番号 16）への対応（案）について 

厚生労働省職業安定局需給調整事業課 

１．提案内容 

○ 労働者派遣法第４条により、建設業や林業（建設業務を含む地ごしらえ、植栽）等への

派遣事業は禁止されており、特定地域づくり事業協同組合制度において、冬期（農閑期）

に派遣する仕事がない。 

○ 組合において安定した通年雇用を実現できるよう、派遣可能な業務を建設業務などに拡

大すること。 

２．対応（案） 

一次ヒアリングで述べたとおり、特定地域づくり事業協同組合における安定した通年雇用

の確保に向け、在籍型出向（※１）として、組合の雇用する労働者が建設業務に従事するこ

とが可能になるよう、以下の対応について、通知又は事務連絡の形で具体的に整理する。 

（なお、建設業務における労働者派遣事業については、建設産業の基本的な特性や構造を踏まえ、現場で

労働者保護の欠落が生じないよう禁止しており、これを労働者派遣の制度上直接的に認めることは、地

域や時期を限定したとしても、慎重な検討が必要である。） 

（※１）在籍型出向とは、出向元と出向先との間の出向契約によって、労働者が出向元と出向先の両方と

雇用契約を結び、出向先において勤務する雇用形態。 

【対応（案）】 

○ 組合における建設業務への在籍型出向は、以下の一定の要件の下で行う。

① 組合の雇用する労働者と建設業者（出向先）との雇用契約の締結

・ 建設現場において、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」や「労働安全衛生法」

等に基づく現行の労働者保護措置が組合の雇用する労働者にも機能するよう、出向先

の建設業者と雇用契約を結んだうえで、在籍型出向の形態により建設業務に従事する。 

・ なお、出向を行う際は、その必要性や出向期間等（※２）について、組合と当該労働

者の間でよく話し合いを行い、労働者の個別的な同意を得ていくことが望ましい。 

（※２）出向期間中の賃金、休暇等の労働条件等は個別の出向契約や組合の就業規則により決定す

るが、必ずしも給与の支払い元を出向先に替える必要等はない。 

② 出向者に対する研修の実施

・ 在籍型出向の形態は、労働者供給に該当するが、以下のいずれかの目的があるもの

等は、基本的には、「業として行う」ものではないと判断される。 

4

重点番号16：特定地域づくり事業協同組合制度における労働者派遣先の拡大・拡充（厚生労働省）



2 

① 労働者を離職させるのではなく、関係会社で雇用機会を確保する

② 経営指導、技術指導を実施する

③ 職業能力開発の一環として行う

④ 企業グループ内の人事交流の一環として行う

・ 今般の在籍型出向については、組合における安定した通年雇用の実現を目的として、

建設業務に関する知識・技術・技能を習得させる内容の研修を出向者に対して実施す

ることにより、適正な出向であると判断することができる（上記の③に該当するもの）。 

・ 具体的には、OFF-JTや OJT、安全教育等による研修の実施が考えられるが、自社社

員向けの研修に当該労働者を参加させる等の方法でも問題ないと考えられる。 

○ 今後、上記の方針で整理を進めたうえで、最終的には、留意点等としてまとめた通知ま

たは事務連絡を都道府県及び都道府県労働局あてに発出することを想定。 
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３
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
」
と
は
、
次
条
第
１
項
の
認
定
を
受
け
た
事
業
協
同
組
合
（
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭

和
２
４
年
法
律
第
１
８
１
号
）
第
３
条
第
１
号
に
規
定
す
る
事
業
協
同
組
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。

管
理
番
号
17
0

組
合
員
以
外
の
者
の
利
用
（
員
外
派
遣
）
に
お
け
る
関
係
法
令

３
事
業
協
同
組
合
及
び
事
業
協
同
小
組
合
は
、
組
合
員
の
利
用
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
組
合
員
以
外
の
者
に
そ
の
事
業
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
１
事
業
年
度
に
お
け
る
組
合
員
以
外
の
者
の
事
業
の
利
用
分
量
の
総
額
は
、
そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
組
合
員
の
利
用
分
量
の
総
額
の
１
０
０
分
の
２
０
を
超
え

て
は
な
ら
な
い
。

○
逐
条
解
説
（

P4
5）

組
合
は
、
そ
の
組
合
員
の
た
め
に
直
接
の
奉
仕
を
目
的
と
し
て
共
同
事
業
を
行
う
事
業
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
利
用
者
は
、
本
来
組
合
員
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
組
合
員
の

利
用
量
を
あ
ら
か
じ
め
計
算
し
て
、
維
持
管
理
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
共
同
事
業
を
計
画
す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
組
合
員
の
利
用
度
は
、
年
間
を
通
じ
て
み
る
と
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
共
同
施
設
が
遊
休
す
る
期
間
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。

～
、
そ
こ
で
、
法
は
形
式
的
、
論
理
的
に
制
度
の
趣
旨
を
貫
こ
う
と
す
る
場
合
に
生
じ
る
現
実
と
の
不
合
理
を
是
正
す
る
た
め
に
、
二
つ
の
条
件
を
付
し
て
員
外
利
用
を
認
め
て
い
る
。

条
件
の
一
つ
は
、
組
合
員
の
利
用
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
目
は
、
員
外
者
の
利
用
量
を
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
組
合
員
の
総
利
用
分
量
の
１
０
０
分
の
２
０
以

内
に
限
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
９
条
の
２
（
第
３
項
）
【
組
合
員
以
外
の
者
の
利
用
（
員
外
派
遣
）
】

人
口
急
減
法
第
２
条
（
第
３
項
）
【
事
業
協
同
組
合
制
度
の
関
係
】

○
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（

P1
0）

特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
は
、
人
口
急
減
地
域
特
定
地
域
づ
く
り
推
進
法
の
規
定
の
ほ
か
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
の
規
定
に
則
っ
て
運
営
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

組
合
は
、
そ
の
組
合
員
の
た
め
に
直
接
の
奉
仕
を
し
て
共
同
事
業
を
行
う
事
業
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
利
用
者
は
、
本
来
組
合
員
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協

同
組
合
の
人
材
派
遣
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
の
組
合
員
に
な
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
組
合
員
の
利
用
度
は
、
年
間
を
通
じ
て
み
る
と
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
組
合
員
以
外
の
者
（
員
外
者
）に
利
用
さ
せ
た
方
が
組
合
の

共
同
事
業
の
合
理
的
運
営
に
資
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
組
合
員
の
利
用
に
支
障
が
な
い
場
合
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
組
合
員
の
総
利
用
分
量
の

10
0分
の

20
以
内
に
限

り
、
員
外
者
の
利
用
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

２
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
は
、
前
項
の
事
業
の
ほ
か
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
９
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
地
区
で

活
躍
す
る
地
域
づ
く
り
人
材
の
確
保
及
び
育
成
並
び
に
そ
の
活
躍
の
推
進
の
た
め
の
事
業
を
企
画
し
、
及
び
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
口
急
減
法
第
１
０
条
（
第
２
項
）
【
事
業
の
範
囲
】
※
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
の
例
外
規
定

※
人
口
急
減
法
上
に
員
外
利
用
に
関
す
る
規
定
は
な
い

6

重点番号16：特定地域づくり事業協同組合制度における労働者派遣先の拡大・拡充（総務省）



管
理
番
号
17
0
令
和
４
年
度
に
お
け
る
組
合
員
以
外
の
者
の
利
用
（
員
外
派
遣
）
の
実
績

○
令
和
４
年
度
の
派
遣
実
績

○
員
外
利
用
割
合
が
高
い
組
合

・
Ａ
組
合
：

15
.1
％

・
Ｂ
組
合
：

14
.4
％

・
Ｃ
組
合
：

11
.6
％

・
Ｄ
組
合
：

11
.6
％

・
Ｅ
組
合
：

6.
8％

○
員
外
派
遣
先

・
自
治
体
（
村
、
市
立
病
院
）
：

1,
08

4時
間

・
民
間
企
業
（
食
料
品
製
造
業
、
飲
食
店
、
酒
造
業
等
）
：

2,
70

9時
間

・
個
人
（
農
業
、
漁
業
）
：

93
7時
間

組
合
員
へ
の

派
遣
時
間

員
外
へ
の

派
遣
時
間

員
外
利
用
割
合

（
②
／
①
）

全
72
組
合

27
7,

97
2h

4,
73

1h
1.

7%

う
ち
員
外
利
用
し
た

15
組
合

11
8,

22
0h

4,
73

1h
4.

0%

7



管
理

番
号

17
1 
区

域
外

派
遣

に
お

け
る

関
係
法
令
①

特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
労
働
者
派
遣
事
業
に
関
し
、
職
員
を
当
該
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組

合
の
地
区
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
の
区
域
外
の
事
業
所
に
派
遣
し
て
は
な
ら
な
い
。

○
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（

P8
1）

特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
が
そ
の
職
員
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
区
は
、
当
該
組
合
の
地
区
及
び
当
該
地
区
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
に
属
す
る
事
業
所
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

人
口
急
減
地
域
に
該
当
す
る
市
町
村
に
お
い
て
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
を
設
立
し
た
も
の
の
、
実
際
の
派
遣
先
が
主
と
し
て
人
口
急
減
地
域
に
該
当
し
な
い
近
隣
市
町
村
の
事

業
者
と
な
る
よ
う
な
状
況
は
、
法
の
目
的
に
沿
っ
た
運
営
と
は
い
え
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

法
第
１
９
条
【
区
域
外
派
遣
の
禁
止
】

こ
の
法
律
は
、
地
域
人
口
の
急
減
に
直
面
し
て
い
る
地
域
に
お
い
て
、
地
域
社
会
及
び
地
域
経
済
の
重
要
な
担
い
手
で
あ
る
地
域
づ
く
り
人
材

が
安
心
し
て
活
躍
で
き
る
環
境
の
整
備
を
図
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
の
認
定
そ
の
他
特

定
地
域
づ
く
り
事
業
を
推
進
す
る
た
め
の
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
を
推
進
し
、
併
せ
て
地
域
づ
く
り
人
材
の
確
保
及

び
そ
の
活
躍
の
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
地
域
社
会
の
維
持
及
び
地
域
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

根
拠
法
令
：
地
域
人
口
の
急
減
に
対
処
す
る
た
め
の
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律

〇
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（

P4
）

本
制
度
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
安
定
的
な
雇
用
環
境
と
一
定
の
給
与
水
準
を
確
保
し
た
職
場
を
作
り
出
し
、
地
域
内
外
の
若
者
等
を
呼
び
込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
地
域
事

業
者
の
事
業
の
維
持
・
拡
大
を
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

法
第
１
条
【
法
律
の
目
的
】

１
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
は
、
そ
の
地
区
に
お
い
て
地
域
づ
く
り
人
材
が
地
域
社
会
及
び
地
域
経
済
の
重
要
な
担
い
手
と
し
て
そ
の

能
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
づ
く
り
人
材
が
そ
の
組
合
員
の
事
業
に
従
事
す
る
機
会
を
提
供
す
る
事
業
を
行
う
。

２
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
は
、
前
項
の
事
業
の
ほ
か
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
９
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

地
区
で
活
躍
す
る
地
域
づ
く
り
人
材
の
確
保
及
び
育
成
並
び
に
そ
の
活
躍
の
推
進
の
た
め
の
事
業
を
企
画
し
、
及
び
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（

P1
5）

こ
れ
ら
の
事
業
を
直
接
行
う
の
は
あ
く
ま
で
地
域
内
の
事
業
者
で
あ
り
、
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
は
、
地
域
内
の
事
業
者
の
人
材
の
確
保
等
を
支
援
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と

の
考
え
方
の
た
め
で
す
。
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
の
職
員
は
、
派
遣
職
員
と
し
て
、
派
遣
先
の
収
益
事
業
や
公
益
的
事
業
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

法
第
１
０
条
【
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の
範
囲
】

8



管
理
番
号
17
1 
区
域
外
派
遣
に
お
け
る
関
係
法
令
②
及
び
運
用
面
で
想
定
さ
れ
る
課
題

２
そ
の
行
お
う
と
す
る
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ
そ
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が
、
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
が
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
見
地
か
ら
適
当
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
事

業
協
同
組
合
の
職
員
の
就
業
条
件
に
十
分
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

○
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（

P3
1）

(a
)派
遣
先
を
確
保
で
き
る
見
込
み
が
あ
る
か
。

事
業
計
画
の
「
派
遣
労
働
者
数
等
雇
用
見
込
み
欄
中
の
う
ち
稼
働
率
が

0.
8未
満
と
な
る
見
込
み
の
人
数
欄
」
「
予
定
し
て
い
る
派
遣
先
欄
」
「
組
合
員
名
簿
」
「
市
町
村
の
長
の
意
見

書
」
な
ど
を
確
認
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
に
関
連
し
、
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
推
進
交
付
金
に
お
い
て
は
、
労
働
需
要
に
応
じ
た
職
員
の
確
保
が
促
さ
れ
る
よ
う
、
当
該
派
遣
職
員
の
稼
働
率
が
８
割
未
満
の
場
合
は
、
交
付

対
象
経
費
の
上
限
額
を
稼
働
率
に
応
じ
て
漸
減
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

法
第
３
条
（
第
３
項
第
２
号
）
【
職
員
の
就
業
条
件
へ
の
配
慮
に
係
る
基
準
】

区
域
外
派
遣
の
検
討
に
か
か
る
運
用
面
で
想
定
さ
れ
る
課
題

○
区
域
外
へ
の
派
遣
期
間
は
区
域
内
の
地
域
づ
く
り
人
材
と
し
て
の
活
動
に
制
約
が
生
じ
、
制
度
の
目
的
に
沿
わ
な
く
な
る
蓋
然
性
が
高
ま
る

○
区
域
外
派
遣
を
受
入
れ
て
い
た
組
合
が
派
遣
職
員
を
新
た
に
雇
用
し
区
域
外
か
ら
の
派
遣
職
員
の
受
け
入
れ
が
不
要
に
な
る
こ
と
や
、
受

入
れ
組
合
員
の
仕
事
量
が
減
り
、
受
け
入
れ
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
な
ど
、
他
組
合
に
依
存
す
る
こ
と
で
雇
用
が
不
安
定
に
な
る
お
そ
れ
が
あ

る
こ
と

（
例
）
冬
期
の
仕
事
が
な
い

A組
合
が
、
ス
キ
ー
場
の
派
遣
を
行
う

B組
合
へ
、

A組
合
の
繁
忙
期
に
合
わ
せ
て
採
用
し
た
３
名
を
区
域
外
派
遣
し
た
が
、
翌
年
度
、
積
雪
が
少
な
く
一
部

を
ク
ロ
ー
ズ
す
る
た
め
人
手
が
必
要
な
く
な
っ
た
た
め

B組
合
よ
り
受
け
入
れ
が
で
き
な
い
事
象
が
生
じ
た
際
、
３
名
の
冬
の
仕
事
が
な
く
な
り
雇
用
が
不
安
定
に
な
る
。

○
職
員
が
他
組
合
と
関
わ
る
こ
と
で
、
給
与
や
待
遇
、
職
場
環
境
、
生
活
環
境
等
の
違
い
に
よ
り
、
職
員
の
引
き
抜
き
や
職
員
の
希
望
に
よ
る

組
合
か
ら
組
合
へ
転
職
な
ど
、
組
合
間
で
格
差
が
生
ま
れ
、
組
合
の
経
営
の
安
定
性
に
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

○
職
員
を
区
域
外
に
派
遣
す
る
こ
と
に
つ
い
て
職
員
本
人
の
意
に
沿
わ
な
い
派
遣
と
な
る
可
能
性
が
生
じ
る
こ
と

○
区
域
外
派
遣
の
あ
り
方
（
二
重
派
遣
に
あ
た
ら
な
い
か
、
在
籍
型
出
向
、
員
外
派
遣
な
ど
）の
整
理
や
、
地
域
外
の
組
合
と
の
間
で
費
用
負
担

や
公
金
支
給
の
あ
り
方
な
ど
を
含
む
協
定
を
締
結
す
る
必
要
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
、
事
務
負
担
が
増
加
す
る
こ
と
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第
７
回
デ
ジ
タ
ル
臨
時
行
政
調
査
会

1

10

重点番号２：公用請求により登記事項証明書等を取得している手続について登記情報連携システムの利用を可能とすること（デジタル庁）



第
７
回
デ
ジ
タ
ル
臨
時
行
政
調
査
会

2

11



地
方
公
共
団
体
の
実
態
調
査

商
業
・不
動
産
登
記
情
報
の
情
報
連
携
の
整
備
に
つ
い
て
の
検
討
を
進
め
る
に

当
た
り、
地
方
自
治
体
が
行
う公
用
請
求
の
実
態
（
地
方
自
治
体
が
公
用
請

求
を
行
って
い
る
事
務
に
係
る
情
報
連
携
の
利
用
希
望
等
）
の
調
査
を
実
施
し

て
い
る
とこ
ろ
。

ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え
て
、登
記
情
報
の
連
携
の
た
め
の
基
幹
シ
ス
テ
ム
更
改
を
見
据

え
た
全
体
設
計
等
の
検
討
を
進
め
て
ま
い
りた
い
。

3

12



獣
医
師
法
第

22
条
の
届
出
に
つ
い
て

令
和
５
年
９
月
６
日

農
林
水
産
省

1

13

重点番号38：獣医師法に基づく届出をオンライン化すること（農林水産省） 



オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
届
出
の
場
合
の
都
道
府
県
経
由
事
務
の
在
り
方
に
つ
い
て

２

都
道
府
県
ア
ン
ケ
ー
ト
（

R5
.5
）
か
ら

国
に
直
接
届
出
す
る
よ
う
変
更
す
べ
き

＜
主
な
要
望
等
＞

・
情
報
は
欲
し
い
が
負
担
は
減
ら
し
た
い

・
他
か
ら
把
握
す
る
の
で
情
報
は
入
手
出
来
て
い
る

27

都
道
府
県
経
由
の
ま
ま
で
よ
い

＜
主
な
要
望
等
＞

・
防
疫
作
業
の
た
め
情
報
が
欲
し
い

・
タ
イ
ム
リ
ー
に
情
報
が
欲
し
い

・
オ
ン
ラ
イ
ン
化
で
負
担
軽
減
さ
れ
た
た
め

19

未
回
答

１

〇
経
由
事
務
に
関
す
る
都
道
府
県
要
望
を
本
年
５
月
に
ア
ン
ケ
ー
ト
し
た
と
こ
ろ
、
意
見
は
２
分
。

（
国
に
直
接

27
、
経
由
の
ま
ま

19
）

〇
両
者
の
要
望
を
ま
と
め
る
と
、
経
由
事
務
を
廃
止
し
つ
つ
、
届
出
情
報
を
利
活
用
す
る
こ
と
を
希
望
。

⇒
実
現
に
向
け
て
、
国
と
都
道
府
県
の
双
方
に
届
出
情
報
が
届
く
形
が
望
ま
し
い
。

こ
れ
に
当
た
っ
て
、
法
律
改
正
が
必
要
。

そ
の
前
提
と
し
て
、
シ
ス
テ
ム
面
と
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
整
理
す
る
必
要
。

届
出
情
報
を

利
活
用
で
き
る

よ
う
に
す
る
必
要

14



３

〇
シ
ス
テ
ム
面
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省
と
し
て
、

⇒
今
年
度
中
の

eM
AF

F（
※
）
へ
の
実
装
に
向
け
、
対
応
中
。

〇
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
事
務
局
に
確
認
し
た
上
で
、

⇒
現
行
の
利
用
目
的
と
の
関
係
も
踏
ま
え
、
一
括
法
改
正
に
向
け
、
対
応
中
。

※
農
林
水
産
省
の
共
通
申
請
シ
ス
テ
ム

経
由
事
務
を
廃
止
し
届
出
情
報
を
利
活
用
す
る
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

オ
ン
ライ
ン

オ
ン
ライ
ン
化
・経
由
事
務
の
廃
止
に
よ
り、
都
道
府
県
の
負
担
を
軽
減
しつ
つ
届
出
情
報
は
共
有

獣
医
師

都
道
府
県
知
事

農
林
水
産
大
臣

提
出

集
約
・

公
表

～
令
和
３
年
度

令
和
６
年
度
以
降

獣
医
師

農
林
水
産
大
臣

獣
医
師

都
道
府
県
知
事

農
林
水
産
大
臣

R４
年
度

紙
紙

オ
ン
ライ
ン
で

直
接
提
出

都
道
府
県
知
事

確
認
・

取
りま
とめ

確
認

情
報
入
手

情
報

入
手

紙

対
応
イ
メ
ー
ジ

15



獣
医
師
法
第

22
条
の
届
出
と
は

〇
獣
医
師
の
就
業
状
況
等
を
把
握
す
る
制
度
。

〇
獣
医
師
は
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど
の
防
疫
や
、
食
の
安
全
確
保
な
ど
様
々
な
分
野
で
活
躍
。

〇
都
道
府
県
へ
の
本
年
５
月
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
産
業
動
物
獣
医
師
の
確
保
・
育
成
に
重
要
な
情
報
と
の
回
答
。

R
2年

（
人
）

（
％
）

活 動 獣 医 師

公 務 員 分 野

農
林
水
産

3,
40
5

8.
5

農
林
水
産
分
野
獣
医
師

家
畜
伝
染
病
の
予
防
や
ま
ん
延
防
止
に
従
事

関
係
法
令
：
家
畜
伝
染
病
予
防
法
、
薬
機
法

公
衆
衛
生

5,
53
1

13
.7


公
衆
衛
生
分
野
獣
医
師

と
畜
場
の
食
肉
検
査
等
に
従
事

関
係
法
令
：
食
品
衛
生
法
、
と
畜
場
法

そ
の
他

48
2

1.
2

そ
の
他
分
野
の
獣
医
師

動
物
の
愛
護
・
管
理
等
に
従
事

関
係
法
令
：
動
物
愛
護
管
理
法
、
愛
玩
動
物
看
護
師
法

診 療 分 野

産
業
動
物

4,
40
2

10
.9

産
業
動
物
診
療
獣
医
師

家
畜
の
診
療
に
従
事

小
動
物

16
,2
03


40
.3


小
動
物
診
療
獣
医
師

犬
、
猫
等
の
ペ
ッ
ト
の
診
療
に
従
事

そ
の
他
の
分
野

5,
83
2

14
.5


そ
の
他
の
分
野

大
学
教
員
、
動
物
用
・
人
体
用
医
薬
品
の
開
発
、

海
外
技
術
協
力
な
ど
に
従
事

小
計

35
,8
55


89
.1


獣
医
事
に
従
事
し
な
い
者

（
無
職
含
む
）

4,
39
6

10
.9


合
計

40
,2
51


10
0

【
農
林
水
産
省
調
べ
】

分
野
別
獣
医
師
の
数

公
務
員

約
25
％

診
療

約
50
％

そ
の
他

約
25
％

参
考
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地
方
分
権
に
関
す
る
経
緯
等

〇
令
和
２
年
の
「
獣
医
師
法
第

22
条
の
届
出
オ
ン
ラ
イ
ン
化
」
と
い
う
提
案
は
、

eM
AF

F（
※
）
で
措
置
済
。

〇
令
和
３
年
の
方
針
に
基
づ
き
、
令
和
５
年
中
に
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
届
出
の
場
合
の
都
道
府
県
経
由
事
務
の

在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
、
結
論
を
得
る
必
要
。

※
農
林
水
産
省
の
共
通
申
請
シ
ス
テ
ム

R2 の 要 望

オ
ン
ラ
イ
ン
化

デ
ー
タ
の
有
効
活
用

R 2
R4
年
度
に
実
施

と
の
方
針

R3
年
度
に
方
策
の

結
論
を
得
る
と
の

方
針

R 3
オ
ン
ラ
イ
ン
届
出
の

経
由
事
務
を
検
討

R 4
【
措

置
済
】

本
日
の
検
討

実
施
（
R5
.1
）

都
道
府
県
か
ら
要
望
の

あ
っ
た
項
目
を
追
加

（
R4
.1
0）

参
考
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オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
届
出
の
場
合
の
都
道
府
県
経
由
事
務
の
在
り
方
に
つ
い
て

都
道
府
県
ア
ン
ケ
ー
ト
（

R5
.5
）
か
ら

国
に
直
接
届
出
す
る
よ
う
変
更
す
べ
き

＜
主
な
要
望
等
＞

・
情
報
は
欲
し
い
が
負
担
は
減
ら
し
た
い

・
他
か
ら
把
握
す
る
の
で
情
報
は
入
手
出
来
て
い
る

27

都
道
府
県
経
由
の
ま
ま
で
よ
い

＜
主
な
要
望
等
＞

・
防
疫
作
業
の
た
め
情
報
が
欲
し
い

・
タ
イ
ム
リ
ー
に
情
報
が
欲
し
い

・
オ
ン
ラ
イ
ン
化
で
負
担
軽
減
さ
れ
た
た
め

19

未
回
答

１

届
出
情
報
を

利
活
用
で
き
る

よ
う
に
す
る
必
要

〇
経
由
事
務
に
関
す
る
都
道
府
県
要
望
を
本
年
５
月
に
ア
ン
ケ
ー
ト
し
た
と
こ
ろ
、
意
見
は
２
分
。

（
国
に
直
接

27
、
経
由
の
ま
ま

19
）

⇒
経
由
事
務
の
廃
止
に
つ
い
て
は
、
法
律
改
正
に
よ
る
適
切
な
対
応
が
必
要
。

〇
両
者
の
要
望
を
ま
と
め
る
と
、
経
由
事
務
を
廃
止
す
る
場
合
も
届
出
情
報
を
利
活
用
す
る
こ
と
を
希
望
。

実
現
に
当
た
り
、
国
と
都
道
府
県
の
双
方
に
届
出
情
報
が
届
く
形
が
望
ま
し
い
。

⇒
そ
の
際
、
シ
ス
テ
ム
面
と
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
整
理
す
る
必
要
。

参
考
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関
係
法
令

獣
医
師
法
（
昭
和
2
4
年
法
律
第
1
8
6
号
）
（
抄
）

第
2
2
条

獣
医

師
は

、
農

林
水

産
省

令
で

定
め

る
２

年
ご

と
の

年
の

1
2
月

3
日

現
在

に
お

け
る

氏
名

、
住

所
そ

の
他

農
林

水
産

省
令

で
定

め
る

事
項

を
、

当
該

年
の

翌
年

１
月

3
1
日

ま
で

に
、

そ
の

住
所

地
を

管
轄

す
る

都
道

府
県

知
事

を
経

由
し

て
、

農
林

水
産

大
臣

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

獣
医
師
法
・
獣
医
療
法
の
解
説
（
地
球
社
）
よ
り
抜
粋

獣
医

師
の

分
布

、
就

業
状

況
、

異
動

状
況

等
を

的
確

に
把

握
す

る
こ

と
は

、
家

畜
衛

生
の

行
政

目
的

か
ら

み
て

も
、

公
衆

衛
生

又
は

獣
医

師
の

指
導

の
面

か
ら

み
て

も
極

め
て

重
要

で
あ

る
た

め
、

本
条

に
お

い
て

、
獣

医
師

に
対

し
て

そ
の

届
け

出
を

義
務

付
け

て
い

る
。

獣
医
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
2
4
年
省
令
第
9
3
号
）
※

第
６

号
様

式
よ

り
抜

粋

８
本

届
出

書
の

利
用

目
的

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
一

農
林

水
産

省
に

お
い

て
、

獣
医

師
の

届
出

状
況

を
集

計
・
公

表
し

、
農

林
水

産
行

政
の

基
礎

資
料

と
し

て
活

用
す

る
こ

と
。

二
農

林
水

産
省

に
お

い
て

、
獣

医
療

に
関

す
る

通
知

等
の

情
報

配
信

等
の

た
め

、
本

届
出

書
に

記
載

し
た

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
等

を
利

用
す

る
こ

と
。

三
農

林
水

産
省

に
お

い
て

、
都

道
府

県
の

依
頼

に
応

じ
て

行
う

防
疫

業
務

へ
の

協
力

依
頼

及
び

獣
医

療
体

制
整

備
に

係
る

情
報

配
信

等
の

た
め

、
本

届
出

書
に

記
載

し
た

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
等

を
利

用
す

る
こ

と
。

四
届

出
先

の
都

道
府

県
に

お
い

て
、

獣
医

師
確

保
対

策
や

防
疫

業
務

へ
の

協
力

依
頼

の
送

付
等

に
活

用
す

る
た

め
、

本
届

出
書

に
記

載
し

た
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

等
を

利
用

す
る

こ
と

。

参
考
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令
和
２
年
の
地
方
か
ら
の
提
案
等
に
関
す
る
対
応
方
針

（
令

和
２

年
1
2
月

1
8
日

閣
議

決
定

）
＜

抜
粋

＞
獣

医
師

法
に

基
づ

く
届

出
（
2
2
条

）
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

と
お

り
と

す
る

。
・
令

和
４

年
度

の
届

出
か

ら
オ

ン
ラ

イ
ン

化
す

る
。

・
獣

医
師

の
情

報
の

都
道

府
県

に
よ

る
利

活
用

を
図

る
た

め
の

方
策

に
つ

い
て

検
討

し
、

令
和

３
年

度
中

に
結

論
を

得
る

。
そ

の
結

果
に

基
づ

い
て

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

令
和
３
年
の
地
方
か
ら
の
提
案
等
に
関
す
る
対
応
方
針

（
令

和
３

年
1
2
月

2
1
日

閣
議

決
定

）
＜

抜
粋

＞
獣

医
師

法
に

基
づ

く
届

出
（
2
2
条

）
に

つ
い

て
は

、
令

和
４

年
度

か
ら

オ
ン

ラ
イ

ン
化

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
が

、
オ

ン
ラ

イ
ン

に
よ

る
届

出
の

場
合

の
都

道
府

県
経

由
事

務
の

在
り

方
に

つ
い

て
、

獣
医

師
の

情
報

の
都

道
府

県
に

よ
る

適
切

な
利

活
用

及
び

都
道

府
県

の
事

務
負

担
の

軽
減

を
図

る
観

点
か

ら
検

討
し

、
令

和
５

年
中

に
結

論
を

得
る

。
そ

の
結

果
に

基
づ

い
て

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

令
和
４
年
の
地
方
か
ら
の
提
案
等
に
関
す
る
対
応
方
針

（
令

和
４

年
1
2
月

2
0
日

閣
議

決
定

）
＜

抜
粋

＞
獣

医
師

法
に

基
づ

く
届

出
（
2
2
 条

）
に

つ
い

て
は

、
獣

医
師

の
情

報
の

都
道

府
県

に
よ

る
利

活
用

を
図

る
た

め
、

省
令

を
改

正
し

、
意

向
等

の
調

査
に

お
い

て
都

道
府

県
か

ら
利

活
用

の
要

望
が

あ
っ

た
獣

医
師

の
業

務
経

験
等

の
項

目
を

届
出

の
様

式
（
施

行
規

則
1
3
 条

２
項

の
第

６
号

様
式

）
に

追
加

す
る

。
［
措

置
済

み
（
獣

医
師

法
施

行
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
省

令
（
令

和
４

年
農

林
水

産
省

令
第

5
8
 号

）
）

提
案
と
過
去
の
対
応
方
針

令
和
２
年
の
地
方
か
ら
の
提
案
＜
抜
粋
＞

提
案

事
項

：
獣

医
師

法
に

基
づ

く
届

出
を

オ
ン

ラ
イ

ン
化

す
る

こ
と

求
め

る
措

置
の

具
体

的
内

容
：
現

在
、

獣
医

師
法

第
22

条
に

基
づ

く
届

出
は

、
書

面
で

行
っ

て
い

る
。

そ
の

届
出

を
原

則
オ

ン
ラ

イ
ン

化
す

る
こ

と
を

求
め

る
。

ま
た

、
届

出
内

容
（
獣

医
師

の
分

布
、

就
業

状
況

、
異

動
状

況
等

）
を

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

化
す

る
こ

と
で

、
獣

医
師

確
保

な
ど

、
デ

ー
タ

の
有

効
活

用
に

つ
な

げ
る

。

参
考
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令
和
6
年
度
要
求
・
要
望
額

1
兆
5
,3
0
2
億
円

1

（
前
年
度
予
算
額

1
兆
5
,2
1
6
億
円
）

(参
考
)被

災
し
た
児
童
生
徒
に
対
す
る
心
の
ケ
ア
や
学
習
支
援
の
た
め
、
教
職
員
定
数
【
4
9
5
人
】
を

別
途
要
求
(1
1
億
円
)【
復
興
特
別
会
計
】

教
科
指
導
の
専
門
性
を
持
っ
た
教
師
に
よ
る
小
学
校
に
お
け
る
高
学
年
の
教
科
担
任
制
の
強
化
や
、
小
学
校
に
お
け
る
3
5
人
学
級
の
計
画
的
な
整
備
等
を
図
り
、
義
務
教
育
９
年
間

を
見
通
し
た
指
導
体
制
に
よ
る
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
質
の
高
い
教
育
の
実
現
を
図
る
と
と
も
に
、
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
、
複
雑
化
・困

難
化
す
る
教
育
課
題
へ
対
応
す
る
た
め
、

教
職
員
定
数
5
,9
1
0
人
の
改
善
を
要
求
。
さ
ら
に
、
定
年
引
上
げ
に
伴
う
特
例
定
員
を
活
用
し
た
定
数
改
善
の
前
倒
し
に
よ
り
、
教
師
を
取
り
巻
く環

境
整
備
を
加
速
化
す
る
。

ま
た
、
教
師
の
給
与
体
系
の
改
善
に
向
け
た
検
討
を
進
め
つ
つ
必
要
な
処
遇
を
改
善
す
る
。

・
教
職
員
定
数
の
改
善

＋
1
2
8
億
円
（
＋
5
,9
1
0
人
）

・
定
年
引
上
げ
に
伴
う
特
例
定
員

＋
1
0
5
億
円
（
＋
4
,8
5
7
人
）

・
教
職
員
定
数
の
自
然
減
等

▲
1
6
8
億
円
（
▲
7
,7
7
6
人
）

・
教
員
給
与
の
改
善

＋
８
億
円

・
定
年
引
上
げ
等
に
伴
う
給
与
増
+
1
3
億
円

計
対
前
年
度
+
8
6
億
円

○
小
学
校
に
お
け
る
3
5
人
学
級
の
推
進

＋
3
,1
7
1
人

令
和
3
年
3
月
の
義
務
標
準
法
の
改
正
を
踏
ま
え
、
令
和
7
年
度
ま
で
に
小
学
校
の
3
5
人
学

級
を
計
画
的
に
整
備
す
る
た
め
、
令
和
６
年
度
は
、
第
５
学
年
の
学
級
編
制
の
標
準
を
3
5
人

に
引
き
下
げ
る
。

（
学
級
編
制
の
標
準
の
引
下
げ
に
係
る
計
画
）

※
少
人
数
学
級
等
の
実
施
の
た
め
に
措
置
し
て
い
る
加
配
定
数
の
一
部
振
替
を
含
む
。

（
参
考
）
3
5
人
学
級
等
の
効
果
検
証
に
必
要
な
実
証
研
究
を
令
和
４
年
度
か
ら
実
施
中
。

○
小
学
校
高
学
年
に
お
け
る
教
科
担
任
制
の
強
化

＋
1
,9
0
0
人

学
習
が
高
度
化
す
る
小
学
校
高
学
年
に
お
い
て
、
各
教
科
の
系
統
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
専

門
性
の
高
い
教
科
指
導
を
行
い
教
育
の
質
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
教
員
の
持
ち
コ
マ
数
軽

減
な
ど
学
校
の
働
き
方
改
革
を
進
め
る
た
め
、
地
域
や
学
校
等
の
実
情
に
応
じ
た
取
組
が
可

能
と
な
る
よ
う
専
科
指
導
教
員
の
計
画
的
な
配
置
充
実
を
図
る
。

な
お
、
令
和
４
年
度
か
ら
４
年
程
度
を
か
け
て
段
階
的
に
進
め
る
予
定
を
１
年
前
倒
し
で
実

施
す
る
こ
と
に
よ
り
取
組
の
強
化
を
図
る
。
（
改
善
見
込
総
数
は
3
,8
0
0
人
程
度
）

（
小
学
校
高
学
年
に
お
け
る
教
科
担
任
制
に
係
る
改
善
数
）

（
優
先
的
に
専
科
指
導
の
対
象
と
す
べ
き
教
科
）

外
国
語
、
理
科
、
算
数
、
体
育

※
小
中
一
貫
・連

携
教
育
の
観
点
か
ら
の
中
学
校
教
員
の
活
用
も
想
定
。

①
中
学
校
に
お
け
る
生
徒
指
導
や
不
登
校
特
例
校
等
へ
の
支
援
+
2
0
0
人

②
離
島
や
過
疎
地
域
を
含
む
小
規
模
校
へ
の
支
援

＋
3
0
人

③
チ
ー
ム
学
校
や
学
校
D
X
の
推
進
に
向
け
た
運
営
体
制
の
強
化
＋
1
0
0
人

（
主
幹
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
事
務
職
員
の
配
置
改
善
）

④
貧
困
等
に
起
因
す
る
学
力
課
題
の
解
消
+
7
0
人

上
記
の
ほ
か
、
令
和
５
年
度
か
ら
の
定
年
引
上
げ
に
伴
う
特
例
定
員
（
4
,8
5
7
人
）
を

活
用
し
た
定
数
改
善
の
前
倒
し
（
e
x
.小
学
校
3
5
人
学
級
、
通
級
指
導
等
の
基
礎
定
数
化
）
。

④
教
師
の
職
責
等
を
踏
ま
え
た
処
遇
改
善

新
し
い
時
代
の
学
び
の
環
境
整
備
（
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
）

～
小
学
校
高
学
年
に
お
け
る
教
科
担
任
制
の
強
化
と
3
5
人
学
級
の
計
画
的
整
備
～

教
師
の
給
与
体
系
の
改
善
に
つ
い
て
は
、
骨
太
方
針
2
0
2
3
に
基
づ
き
、
具
体
的
な
制
度

設
計
を
進
め
つ
つ
、
職
務
の
負
荷
や
職
責
を
踏
ま
え
、
先
行
し
て
以
下
の
処
遇
改
善
を
図
る
。

〇
教
育
課
題
へ
の
対
応
の
た
め
の
基
礎
定
数
化
関
連

＋
4
3
9
人

（
H
2
9
.3
義
務
標
準
法
改
正
に
よ
る
基
礎
定
数
化
に
伴
う
定
数
の
増
減
）


発
達
障
害
な
ど
の
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
へ
の
通
級
指
導
の
充
実

＋
7
4
4
人


外
国
人
児
童
生
徒
に
対
す
る
日
本
語
指
導
教
育
の
充
実

＋
1
2
2
人


初
任
者
研
修
体
制
の
充
実

▲
1
1
6
人

※
基
礎
定
数
化
に
伴
う
定
数
減
等

▲
3
1
1
人

①
主
任
手
当
の
額
の
改
善

＋
４
億
円
（
令
和
７
年
１
月
か
ら
の
３
か
月
分
）

②
管
理
職
手
当
の
額
の
改
善

＋
４
億
円
（
令
和
７
年
１
月
か
ら
の
３
か
月
分
）

年
度

R
３

R
４

R
５

R
６

R
７

学
年

小
２

小
３

小
４

小
５

小
６

②
少
人
数
に
よ
る
き
め
細
か
な
指
導
体
制
の
計
画
的
な
整
備
等

3
,6
1
0
人

①
小
学
校
高
学
年
に
お
け
る
教
科
担
任
制
の
強
化

1
,9
0
0
人

年
度

R
4

R
5

R
6
要
求

改
善
数

9
5
0

9
5
0

1
,9
0
0

③
様
々
な
教
育
課
題
へ
の
対
応
や
、
特
例
定
員
の
活
用
4
0
0
人

＋
4
,8
5
7
人
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重点番号14：中山間地域等の小学校における教科担任制の導入に係る加配要件の見直し（文部科学省）



小
学
校
専
科
指
導
の
た
め
の
加
配
定
数
に
つ
い
て

※
令
和
６
年
度
か
ら
の
運
用
見
直
し

項
目

人
数
（
R
5
）

対
象

教
科

コ
マ
/
週

要
件

資
格
要
件
（
い
ず
れ
か
を
満
た
す
者
）

そ
の
他

①
英
語
専
科
指
導
（
H
3
0
～
）

3
,2
5
9
人

（
教
科
担
任
制
分

1
,6
0
0
人
）

外
国
語

2
4
コ
マ

①
中
学
校
・
高
等
学
校
の
免
許
状
保
有
者

小
学
校

3
-
6
学
年
の
外
国
語

1
コ
マ
分
の
軽
減
措
置

②
２
年
以
上
の
外
国
語
指
導
助
手
（
A
L
T
）
の
経

験
者

③
C
E
F
R

B
2
相
当
以
上
の
英
語
力
を
有
す
る
者

④
海
外
大
学
等
で
2
年
以
上
の
留
学
経
験
等
が
あ

る
者

②
発
展
的
見
直
し
分
（

R
2
～
）

3
,0
0
0
人

な
し

な
し

小
学
校
高
学
年
を
主
に
対
象

③
教
科
担
任
制
推
進
分
（
R
4
～
）

2
,7
0
0
人

（
外
国
語
）

算
数

理
科

体
育

2
0
コ
マ

程
度

※

①
中
学
校
・
高
等
学
校
の
免
許
状
保
有
者

小
学
校
高
学
年
を
原
則
対
象

②
対
象
教
科
の
専
科
指
導
を
3
年
程
度
実
施
し
て

い
た
者

③
教
科
研
究
会
等
の
活
動
、
研
修
履
歴
、
著
名
な

実
績
等
が
一
定
程
度
あ
る
と
教
育
委
員
会
が
認
め

た
者

④
小
中
一
貫
・
連
携
教
育
分
（

R
4
～
）

2
0
0
人

外
国
語

算
数

理
科

体
育

小
学
校

に
お
い

て 1
0
コ
マ

程
度

な
し

（
中
学
校
教
員
の
た
め
他
の
要
件
は
不
要
）

単
式
学
級
が

5
学
級
以
上
の
中

学
校
を
対
象

⑤
学
園
制
分
（

R
2
～
）

2
0
1
人

な
し

な
し

な
し

2
以
上
の
小
学
校
及
び

1
以
上
の

中
学
校
を
含
む
学
校
群
の
運
営
。

小
学
校
高
学
年
に
お
け
る
専
科

指
導
を
実
施
。

⑥
従
来
分
（

H
2
4
～
）

1
,0
4
0
人

な
し

な
し

な
し

な
し

合
計

1
0
,4
0
0
人

う
ち
高
学
年
教
科
担
任
制
分
（
①
～
④
）

7
,5
0
0
人

〇
小
学
校
専
科
指
導
加
配
定
数
の
各
項
目
と
人
数
・
要
件
等

①
～
④
に
つ
い
て
は
、
働
き
方
改
革
の
観
点
か
ら
学
級
担
任
の
持
ち
コ
マ
数
の
軽
減
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
コ
マ
に
つ
い
て
学
級
担
任
は
原
則
授
業
へ
の
参
加
は
行
わ
な
い
こ
と
。

※
③
教
科
担
任
制
推
進
分
に
つ
い
て
は
、
①
英
語
専
科
指
導
加
配
と
同
様
に
2
4
コ
マ
を
目
標
と
し
つ
つ
、
複
数
校
で
の
兼
務
地
域
の
実
情
等
も
考
慮
し
、
概
ね
2
0
コ
マ
程
度
優
先

教
科
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
。

さ
ら
に
、
原
則
と
し
て
、
小
学
校
高
学
年
の
対
象
教
科
を
最
大
限
優
先
す
る
こ
と
し
つ
つ
、
学
校
規
模
や
地
理
的
要
因
等
に
よ
り
、
例
え
ば
、

優
先
教
科
に
つ
い
て
小
学
校
高
学
年
で
の
実
施
を
前
提
と
し
て
、
持
ち
コ
マ
数
に
余
裕
が
あ
る
場
合
に
第

3
、
４
学
年
に
お
い
て
も
専
科
指
導
を
実
施
す
る
こ
と

小
規
模
校
に
お
い
て
、
1
人
の
専
科
指
導
教
員
が
小
学
校
高
学
年
の
優
先
教
科
に
加
え
、
他
の
教
科
の
専
科
指
導
等
を
実
施
す
る
こ
と

複
数
校
で
の
兼
務
を
行
う
場
合
、
教
師
の
学
校
間
に
お
け
る
移
動
時
間
を
考
慮
し
、
コ
マ
要
件
を
適
切
に
定
め
る
こ
と
（
①
英
語
専
科
指
導
加
配
も
同
様
。
）

等
は
可
能
と
す
る
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英
語
担
当
教
師
の
英
語
力
（
中
学
校
・
高
等
学
校
）

（
令
和
４
年
度
英
語
教
育
実
施
状
況
調
査
）
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英
語
担
当
教
師
の
英
語
力
（
都
道
府
県
・
指
定
都
市
別
）

（
令
和
４
年
度
英
語
教
育
実
施
状
況
調
査
）
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（
管
理
番
号

12
1）

提
案
事
項
名

「地
方
自
治
法
に
定
め
る
歳
入
歳
出
外
現
金
に

学
校
徴
収
金
を
含
め
る
こと
」

ご
提
案
へ
の
２
次
回
答
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
財
務
課

25

重点番号35：学校給食費以外の学校徴収金を歳入歳出外現金として扱えるようにすること（文部科学省）



2

自
治
体
で
の
取
組
例

業
務
の
役
割
分
担
・適
正
化
に
関
す
る
現
状
・課
題

考
え
ら
れ
る
対
応
策
の
例
（
案
）

（
３
）
学
校
徴
収
金
の
徴
収
・管
理

●
取
組
状
況
は
年
々
向
上
して
お
り、
約

65
%
の
教
員
も
「削
減
す
べ
き
で

削
減
可
能
」と
回
答
し
て
い
る
が
、教

員
勤
務
実
態
調
査
の
意
識
に
係
る

回
答
で
は
、負

担
感
が
強
い
一
方
で
や
りが
い
や
重
要
性
は
高
くな
い
とい
う

結
果
も
出
て
い
る
。

●
「削
減
す
べ
き
だ
が
削
減
は
難
し
い
」の
主
た
る
理
由
は
、慣

行
を
見
直
し

づ
らい
や
学
校
文
化
の
ほ
か
、保

護
者
理
解
で
あ
る
が
、先

進
的
な
地
方

公
共
団
体
で
は
、未

納
者
へ
の
督
促
を
含
め
、徴

収
・管
理
を
地
方
公
共

団
体
の
職
員
の
業
務
とす
る
こと
で
、学

校
の
負
担
軽
減
を
図
って
い
る
例

も
あ
る
こと
を
踏
ま
え
れ
ば
、引

き
続
き
「学
校
以
外
が
担
うべ
き
業
務
」と
し

て
、各

教
育
委
員
会
の
権
限
と責

任
に
お
い
て
取
組
を
進
め
る
こと
が
で
き

る
も
の
に
つ
い
て
、積

極
的
に
各
教
育
委
員
会
の
事
務
とし
て
取
り扱

うこ
と

や
、仮

に
学
校
現
場
に
お
い
て
教
師
が
担
って
い
る
場
合
に
は
、校

務
の
中

で
主
とし
て
事
務
職
員
が
担
う職

務
の
範
囲
を
示
した
標
準
職
務
例
通
知

（
※
）
等
を
踏
ま
え
、事

務
職
員
が
一
括
して
管
理
す
る
等
の
方
法
に
よ
り、

教
師
が
関
与
す
る
こと
が
な
い
仕
組
み
を
構
築
す
る
等
の
取
組
を
進
め
る
べ

き
で
は
な
い
か
。

※
事
務
職
員
の
標
準
的
な
職
務
の
明
確
化
に
係
る
学
校
管
理
規
則
参
考
例
等
の
送
付
に
つ
い
て
（
通
知
）
（
令
和
２
年
７
月
）

平
成

29
年
度
の
夏
か
ら、
学
校
給
食
費
、指

定
補
助
教
材
費
、日

本
ス
ポ
ー
ツ
振

興
セ
ン
ター
災
害
共
済
掛
金
の
公
会
計
化
に
向
け
、保

護
者
説
明
会
の
実
施
や
各

種
申
込
書
の
準
備
を
進
め
、平

成
30
年
度
よ
り公

会
計
化
を
実
施
して
い
る
。市

内
同
一
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
よ
る
事
務
処
理
の
負
担
軽
減
や
、教

師
が
従
来
行
って
い

た
徴
収
・管
理
業
務
の
削
減
を
す
る
こと
が
で
き
た
。ま
た
、公

会
計
科
目
の
未
納
へ
の

対
応
や
、振

替
が
で
き
な
い
家
庭
へ
の
連
絡
は
、市

教
育
委
員
会
が
電
話
連
絡
等
を

行
い
、学

校
の
負
担
軽
減
を
図
って
い
る
。

鳥
取
県
鳥
取
市
教
育
委
員
会

学
校
徴
収
金
の
処
理
に
つ
い
て
、現

金
徴
収
か
ら口

座
振
替
へ
変
更
す
る
とと
も
に
、

複
数
校
の
事
務
を
拠
点
の
中
学
校
（
事
務
セ
ン
ター
）
に
集
ま
って
一
括
処
理
す
る

こと
で
、教

師
・事
務
職
員
の
業
務
改
善
を
実
現
して
い
る
。各

校
の
事
務
職
員
が
連

携
して
処
理
を
行
うこ
とで
、単

独
で
行
うよ
りも
ミス
が
起
こり
に
くく
な
り、
効
率
化
され

る
とと
も
に
、教

師
に
とっ
て
学
校
徴
収
金
に
関
す
る
業
務
が
大
幅
に
削
減
され
、学

校
全
体
の
業
務
負
担
の
軽
減
に
つ
な
が
って
い
る
。

熊
本
県
南
関
町
教
育
委
員
会

【国
】

○
地
域
や
保
護
者
へ
の
明
確
な
メッ
セ
ー
ジ
の
発
信
（
再
掲
）

○
給
食
費
の
公
会
計
化
等
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
調
査
し、
公
会
計
化
等
の
導
入
を
予
定
して
い
な
い
自
治
体
名
を

公
表
す
る
とと
も
に
、導

入
予
定
で
は
な
い
自
治
体
に
対
して
都
道
府
県
を
通
じて
働
き
か
け
を
実
施

【都
道
府
県
教
育
委
員
会
】

○
校
務
の
中
で
主
とし
て
事
務
職
員
が
担
う職

務
の
範
囲
を
示
した
標
準
職
務
例
通
知
（
※
）
等
を
踏
ま
え
、学

校
事

務
職
員
が
適
切
に
学
校
徴
収
金
の
徴
収
・管
理
等
の
業
務
を
担
うた
め
の
管
理
職
及
び
事
務
職
員
を
対
象
とし
た

研
修
を
実
施

※
事
務
職
員
の
標
準
的
な
職
務
の
明
確
化
に
係
る
学
校
管
理
規
則
参
考
例
等
の
送
付
に
つ
い
て
（
通
知
）
（
令
和
２
年
７
月
）

【服
務
監
督
教
育
委
員
会
（
指
定
都
市
教
育
委
員
会
含
む
）
】

○
給
食
費
の
公
会
計
化
等
を
未
実
施
の
教
育
委
員
会
に
お
い
て
、改

め
て
公
会
計
化
等
を
検
討

【学
校
】

○
国
及
び
服
務
監
督
教
育
委
員
会
の
メッ
セ
ー
ジ
を
踏
ま
え
、地

域
や
保
護
者
と対

話
し、
理
解
増
進
を
図
る
とと
も

に
、協

力
に
つ
い
て
協
議
（
再
掲
）

○
文
科
省
通
知
（
※
※
）
を
踏
ま
え
、各

教
育
委
員
会
の
権
限
と責

任
に
お
い
て
取
組
を
進
め
る
こと
が
で
き
る
も
の
に
つ

い
て
、積

極
的
に
各
教
育
委
員
会
の
事
務
とし
て
取
り扱

うこ
とを
推
進
。加

え
て
、学

校
現
場
に
お
い
て
教
師
が
担

って
い
る
場
合
に
は
、事

務
職
員
が
一
括
して
管
理
す
る
等
の
方
法
に
よ
り、
教
師
が
関
与
す
る
こと
が
な
い
仕
組
み
を

構
築
す
る
等
の
取
組
を
推
進

※
※
令
和
４
年
度
教
育
委
員
会
に
お
け
る
学
校
の
働
き
方
改
革
の
た
め
の
取
組
状
況
調
査
結
果
等
を
踏
ま
え
た
「令
和
３
年
度
教
育
委
員
会
に
お
け
る
学
校
の
働
き
方
改
革

の
た
め
の
取
組
状
況
調
査
結
果
等
に
係
る
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
通
知
）
（
令
和
４
年
１
月

28
日
付
け
３
文
科
初
第

18
89
号
初
等
中
等
教
育
局
長
通
知
）
」の
補
足

事
項
に
つ
い
て
（
通
知
）
（
令
和
５
年
２
月
）

【
出

典
】
中

央
教

育
審
議
会
質
の
高
い
教
師
の
確
保
特
別
部
会

教
師

を
取

り
巻

く
環
境
整
備
に
つ
い
て
緊
急
的
に
取
り
組
む
べ
き
施
策
（
提
言
）

３
分

類
に
基

づ
く
１
４
の
取
組
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
の
各
主
体
に
よ
る
「
対
応
策
の
例
」
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3

背
景
及
び
これ
ま
で
の
取
組
状
況

＜
関
係
通
知
等
＞

○
学
校
給
食
費
等
の
徴
収
に
関
す
る
公
会
計
化
等
の
推
進
に
つ
い
て
（
通
知
）
（
令
和
元
年

7月
）

「特
に
、学

校
給
食
費
に
つ
い
て
は
公
会
計
化
及
び
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
徴
収
を
基
本
とす
べ
き
とさ
れ
た
答
申
を
受
け
て
、こ
の
度
、文

部
科
学
省
に
お
い
て
は
、地

方
公
共
団
体
に
お
け
る
学
校
給
食
費
の
公
会
計
化
を
促
進
し、
保
護
者
か
らの
学
校
給
食
費
の
徴
収
・管
理
業
務
を
地
方
公
共
団
体
が
自
らの
業
務
と

して
行
うこ
とに
よ
り、
公
立
学
校
に
お
け
る
学
校
給
食
費
の
徴
収
・管
理
に
係
る
教
員
の
業
務
負
担
を
軽
減
す
る
こと
な
どを
目
的
とし
て
、別

添
の
とお
り「
学
校
給
食
費
徴
収
・管
理
に
関
す
る
ガ
イド
ライ
ン
」を
作
成
し、
文
部
科
学
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（

ht
tp

s:
//

w
w

w
.m

ex
t.

go
.jp

/a
_m

en
u/

sp
or

ts
/s

yo
ku

ik
u/

14
19

09
1.

ht
m
）
に
お
い
て
も
公
表
して
お
りま
す
。各

地
方
公
共
団
体
に
お
か
れ
て
は
、本

ガ
イド
ライ
ン
を
適
宜
参
考
とし
て
、学

校
給
食
費
の
公
会
計
化
の
取
組
を
一
層
推
進
い
た
だ
き
ま
す
よ
うお
願
い
しま
す
。」

○
事
務
職
員
の
標
準
的
な
職
務
の
明
確
化
に
係
る
学
校
管
理
規
則
参
考
例
等
の
送
付
に
つ
い
て
（
通
知
）
（
令
和
２
年
７
月
）

「２
．
標
準
職
務
例
に
掲
げ
る
職
務
等
に
つ
い
て
（
別
表
第
一
）

別
添
２
別
表
第
一
に
掲
げ
る
事
務
職
員
の
標
準
的
な
職
務
の
内
容
及
び
そ
の
例
（
以
下
「標
準
職
務
例
」と
い
う。
）
に
つ
い
て
は
、校

務
の
中
で
主
とし
て
事
務
職
員
が
担
う職

務
の
範
囲
を
示
した

も
の
で
あ
る
こと
。

な
お
、標

準
職
務
例
は
、事

務
職
員
の
標
準
的
な
職
務
の
明
確
化
を
図
り、
事
務
職
員
が
学
校
組
織
に
お
け
る
唯
一
の
総
務
・財
務
等
に
通
ず
る
専
門
職
とし
て
、校

務
運
営
へ
の
参
画
を
一
層
拡
大

し、
よ
り主

体
的
・積
極
的
に
参
画
す
る
こと
を
趣
旨
とし
て
示
して
い
る
も
の
で
あ
り、
地
方
公
務
員
法
第

15
 条
の
２
第
１
項
第
５
号
に
定
め
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
に
お
け
る
趣
旨
とは
異
な
る
も
の
で
あ
る
こと
。」

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）
事
務
職
員
の
標
準
的
な
職
務
の
内
容
及
び
そ
の
例

○
令
和
３
年
度
教
育
委
員
会
に
お
け
る
学
校
の
働
き
方
改
革
の
た
め
の
取
組
状
況
調
査
結
果
等
に
係
る
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
通
知
）
（
令
和
４
年
１
月
）

「ま
た
、学

校
徴
収
金
を
教
職
員
が
関
与
しな
い
方
法
等
で
徴
収
・管
理
す
る
こと
を
は
じめ
、各

教
育
委
員
会
の
権
限
と責

任
に
お
い
て
取
組
を
進
め
る
こと
が
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、文

部
科
学
省
が
令
和
３
年
３
月
に
公
表
した
「全
国
の
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
事
例
集
」（
以
下
「事
例
集
」と
い
う。
）
も
活
用
し

な
が
ら一

層
取
組
を
進
め
る
こと
。」

○
令
和
４
年
度
教
育
委
員
会
に
お
け
る
学
校
の
働
き
方
改
革
の
た
め
の
取
組
状
況
調
査
結
果
等
を
踏
ま
え
た
「令
和
３
年
度
教
育
委
員
会
に
お
け
る
学
校
の
働
き
方
改
革
の
た
め
の
取
組
状
況
調
査
結
果
等
に
係
る
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
通
知
）
（
令
和
４
年
１
月

28
日
付
け
３
文
科
初
第

18
89
号
初
等
中
等

教
育
局
長
通
知
）
」の
補
足
事
項
に
つ
い
て
（
通
知
）
（
令
和
５
年
２
月
）

「ま
た
、学

校
徴
収
金
の
取
り扱

い
に
つ
い
て
は
、各

教
育
委
員
会
の
権
限
と責

任
に
お
い
て
取
組
を
進
め
る
こと
が
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
、積

極
的
に
各
教
育
委
員
会
の
事
務
とし
て
取
り扱

うこ
と。
加
え
て
、学

校
現
場
に
お
い
て
教
師
が
担
って
い
る
場
合
に
は
、「
事
務
職
員
の
標
準
的
な
職
務
の
明
確
化
に
係
る
学
校
管
理

規
則
参
考
例
等
の
送
付
に
つ
い
て
（
通
知
）
」（
令
和
２
年
７
月

17
日
付
け
２
初
初
企
第

15
号
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
初
等
中
等
教
育
企
画
課
長
・財
務
課
長
通
知
）
別
表
第
一
等
も
踏
ま
え
、事

務
職
員
が
一
括
して
管
理
す
る
等
の
方
法
に
よ
り、
教
師
が
関
与
す
る
こと
が
な
い
仕
組
み
を
構
築
す
る

等
の
取
組
を
進
め
る
こと
。」

＜
教
育
委
員
会
に
お
け
る
学
校
の
働
き
方
改
革
の
た
め
の
取
組
状
況
調
査
＞

※
令
和
２
年
度
は
、新

型
コロ
ナ
ウ
イル
ス
感
染
症
対
応
に
伴
う教

育
委
員
会
等
に
お
け
る
負
担
軽
減
を
考
慮
し、
必
要
最
小
限
の
項
目
に
限
定

＜
令
和
４
年
度
教
員
勤
務
実
態
調
査
速
報
値
＞

学
校
徴
収
金
（
給
食
費
を
含
む
）
の
徴
収
・管
理
は
、教

職
員
が
関
与
しな
い
方
法
で
徴
収
・管
理
又
は
地
方
公
共
団

体
や
教
育
委
員
会
で
徴
収
・管
理
等
を
行
って
い
る

令
和
元
年

令
和
３
年

令
和
４
年

都
道
府
県

23
.4

%
40

.4
%

51
.1

%

政
令
市

10
.0

%
30

.0
%

40
.0

%

市
区
町
村

6.
5%

32
.9

%
36

.0
%

小
学
校

中
学
校

（
参
考
）
高
等
学
校

各
業
務
に
要
す
る
時
間
に
つ
い
て
、削

減
す
べ
き
と考

え
ま
す
か
。

③
学
校
徴
収
金
の
徴
収
・管
理

削
減
す
べ
き
で
削
減
可
能

11
,7

93
( 

   
   

 6
6.

4%
)

11
,5

76
( 

   
   

 6
6.

2%
)

4,
22

7
( 

   
   

 6
0.

9%
)

削
減
す
べ
き
だ
が
削
減
は
難
しい

4,
62

1
( 

   
   

 2
6.

0%
)

4,
49

3
( 

   
   

 2
5.

7%
)

1,
86

0
( 

   
   

 2
6.

8%
)

無
回
答

1,
34

8
( 

   
   

  7
.6

%
)

1,
40

8
( 

   
   

  8
.1

%
)

85
2

( 
   

   
 1

2.
3%

)

合
計

17
,7

62
( 

   
  1

00
.0

%
)

17
,4

77
( 

   
  1

00
.0

%
)

6,
93

9
( 

   
  1

00
.0

%
)

削
減
す
べ
き
と考

え
て
い
る
も
の
の
、削

減
で
き
な
い
と

考
え
る
の
は
な
ぜ
で
す
か
。（

複
数
回
答
）

1.
既
に
業
務
削
減
に
向
け
た
十
分
な
取
組
を
実
施
して
い
る
た
め

59
3

( 
   

   
 1

2.
8%

)
41

4
( 

   
   

  9
.2

%
)

19
7

( 
   

   
 1

0.
6%

)
2.
い
ま
ま
で
実
施
して
き
た
取
組
・慣
行
は
な
か
な
か
見
直
しづ
らい
等
、所

属
す

る
学
校
の
文
化
等
に
よ
り難

しい
た
め

1,
69

7
( 

   
   

 3
6.

7%
)

1,
83

8
( 

   
   

 4
0.

9%
)

85
9

( 
   

   
 4

6.
2%

)

3.
地
域
の
理
解
が
必
要
とな
る
た
め

34
5

( 
   

   
  7

.5
%

)
46

0
( 

   
   

 1
0.

2%
)

10
4

( 
   

   
  5

.6
%

)
4.
保
護
者
の
理
解
が
必
要
とな
る
た
め

1,
75

0
( 

   
   

 3
7.

9%
)

1,
70

4
( 

   
   

 3
7.

9%
)

65
8

( 
   

   
 3

5.
4%

)
5.
児
童
生
徒
の
理
解
が
必
要
とな
る
た
め

22
7

( 
   

   
  4

.9
%

)
27

9
( 

   
   

  6
.2

%
)

14
1

( 
   

   
  7

.6
%

)
6.
１
～
５
の
要
因
に
加
え
て
地
域
ボ
ラン
テ
ィア
、支

援
人
材
、教

員
等
の
追

加
的
な
協
力
が
必
要
な
た
め

1,
31

9
( 

   
   

 2
8.

5%
)

1,
17

7
( 

   
   

 2
6.

2%
)

38
3

( 
   

   
 2

0.
6%

)

7.
そ
の
他

20
6

( 
   

   
  4

.5
%

)
19

7
( 

   
   

  4
.4

%
)

97
( 

   
   

  5
.2

%
)

無
回
答

34
4

( 
   

   
  7

.4
%

)
33

7
( 

   
   

  7
.5

%
)

93
( 

   
   

  5
.0

%
)

回
答
件
数

4,
62

1
( 

   
  1

00
.0

%
)

4,
49

3
( 

   
  1

00
.0

%
)

1,
86

0
( 

   
  1

00
.0

%
)
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学
校
給
食
費
の
徴
収
・管
理
に
係
る
公
会
計
化
等
の
推
進
に
つ
い
て

令
和
元
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

実
施
済
み

43
8（

26
.0

%
）

49
8（

31
.3

%
）

51
9（

34
.8

%
）

準
備
・検
討
中

52
4（

31
.1

%
）

49
3（

30
.9

%
）

45
4（

30
.4

%
）

小
計

96
2（

57
.1

%
）

99
1（

62
.2

%
）

97
3（

65
.2

%
）

実
施
予
定
な
し

72
4（

42
.9

%
）

60
2（

37
.8

%
）

52
0（

34
.8

%
）

※
「

公
会

計
化

等
」

と
は

、
学

校
給

食
費

に
つ

い
て

、
「

①
公

会
計

制
度

を
導

入
」

及
び

「
②

学
校

給
食

費
の

徴
収

・
管

理
を

学
校

で
は

な
く

、
地

方
公

共
団

体
自

ら
の

業
務

と
し

て
実

施
」

の
双

方
を

満
た

し
た

も
の

を
い

う
。

以
下

の
点

を
明

確
化

し
た

上
で

、
教

育
委

員
会

と
首

長
部

局
が

連
携

し
、

学
校

給
食

費
の

徴
収

・
管

理
に

係
る

公
会

計
化

等
の

実
施

に
向

け
た

検
討

を
計

画
的

に
進

め
る

よ
う

、
改

め
て

依
頼

（
令

和
５

年
８

月
３

１
日

付
け

初
等

中
等

教
育

局
長

通
知

）

【
学
校
給
食
費
に
係
る
公
会
計
化
等
の
推
進
状
況
調
査
（
結
果
概
要
）
】

（
参
考
）
少
な
くと
も
「①
公
会
計
制
度
を
導
入
」し
て
い
る
自
治
体

令
和
元
年
度
：
７
１
５
（

42
.4
％
）
、令

和
３
年
度
：
７
３
９
（

46
.4

%
）
、令

和
４
年
度
：
７
１
４
（

47
.8
％
）

◇
学

校
給

食
法

に
基

づ
く

学
校

給
食

の
実

施
者

は
、

学
校

の
設

置
者

で
あ

り
、

地
方

教
育

行
政

の
組

織
及

び
運

営
に

関
す

る
法

律
の

規
定

に
よ

り
、

教
育

委
員

会
が

学
校

給
食

に
関

す
る

事
務

を
管

理
・

執
行

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

こ
と

◇
こ

の
た

め
、

保
護

者
か

ら
徴

収
す

る
学

校
給

食
費

に
つ

い
て

は
、

学
校

や
教

職
員

の
業

務
負

担
の

軽
減

の
観

点
は

勿
論

、
徴

収
・

管
理

の
効

率
化

や
透

明
性

の
確

保
の

観
点

か
ら

も
、

公
会

計
に

よ
り

取
り

扱
い

、
学

校
給

食
の

実
施

に
必

要
な

食
材

費
を

歳
出

予
算

に
計

上
し

て
支

出
す

る
と

と
も

に
、

保
護

者
か

ら
徴

収
す

る
学

校
給

食
費

に
つ

い
て

も
歳

入
予

算
と

し
て

計
上

す
る

こ
と

が
適

切
で

あ
る

こ
と

◇
そ

の
際

、
平

成
3

1
年

１
月

の
中

央
教

育
審

議
会

答
申

に
お

け
る

指
摘

等
を

踏
ま

え
、

基
本

的
に

は
、

学
校

や
教

職
員

で
は

な
く

、
地

方
公

共
団

体
の

事
務

と
す

る
こ

と
を

基
本

と
し

て
検

討
す

る
こ

と

28



学
校
給
食
費
の
公
会
計
化
等
※
に
関
す
る
実
施
・
検
討
状
況

実
施
し
て
い
る

実
施
の
準
備
・
検
討
し
て
い
る

実
施
を
予
定
し
て
い
な
い

※
学
校
給
食
費
を
公
会
計
化
す
る
と
と
も
に
、
保
護
者
か
ら
の
学
校
給
食
費
の
徴
収
・
管
理
業
務
を
地
方
公
共
団
体
の
自
ら
の
業
務
と
し
て
行
う
こ
と
。

公
会
計
化
等
※
の
実
施
割
合
は
平
均

34
.8
％
、実

施
の
準
備
・検
討
を
して
い
る
割
合
を
含
め
る
と平

均
65

.2
％
とな
って
い
る
。

平
均
値

34
.8
％

0%10
%

20
%

30
%

40
%

50
%

60
%

70
%

80
%

90
%

10
0%

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県
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学
校
給
食
費
の
公
会
計
化
等
の
実
施
を
予
定
し
て
い
な
い
教
育
委
員
会
の
都
道
府
県
別
割
合

出
典
：
学
校
給
食
費
に
係
る
公
会
計
化
等
の
推
進
状
況
調
査

公
会
計
化
等
※
の
実
施
を
予
定
して
い
な
い
教
育
委
員
会
は

52
0（

34
.8
％
）
あ
り、
都
道
府
県
別
の
割
合
で
み
る
と以

下
の
とお
り。

0％

71
.4

%
70

.4
%

66
.7

%
66

.7
%

61
.5

%

56
.7

%

53
.8

% 50
.8

%
50

.0
%

47
.8

%
47

.5
% 45
.5

%45
.5

% 45
.2

%44
.8

% 44
.4

%
43

.3
%

42
.9

%
42

.4
%

41
.2

% 36
.4

%
35

.7
%

31
.8

%31
.6

%

29
.4

%27
.8

% 27
.8

%27
.8

%

25
.0

%25
.0

%

22
.6

%22
.5

%

22
.2

%

21
.4

%

21
.2

%20
.0

% 19
.2

%
17

.4
%

13
.3

%13
.3

% 12
.5

%12
.5

% 11
.4

%
10

.3
%

9.
3%

0.
0%

10
.0

%

20
.0

%

30
.0

%

40
.0

%

50
.0

%

60
.0

%

70
.0

%

80
.0

%

90
.0

%

10
0.

0%

佐 賀 県

宮 崎 県

青 森 県

富 山 県

福 井 県

愛 知 県

新 潟 県

栃 木 県

長 野 県

福 島 県

徳 島 県

東 京 都

山 形 県

奈 良 県

大 阪 府

三 重 県

石 川 県

福 岡 県

愛 媛 県

鹿 児 島 県

鳥 取 県

長 崎 県

埼 玉 県

京 都 府

香 川 県

静 岡 県

和 歌 山 県

島 根 県

大 分 県

北 海 道

広 島 県

神 奈 川 県

岐 阜 県

山 口 県

熊 本 県

宮 城 県

沖 縄 県

岡 山 県

秋 田 県

山 梨 県

高 知 県

群 馬 県

滋 賀 県

茨 城 県

兵 庫 県

千 葉 県

岩 手 県

73
.3
％
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7

口
座
振
替
手
続
き
の
一
元
化
を
実
現
し
て
い
る
事
例

学
校
徴
収
金
の
管
理
に
つ
い
て

＜
高
知
県
教
育
委
員
会
＞
（
再
掲
）

教
育
委
員
会
が
金
融
機
関
と委

託
契
約
を
結
び
、希

望
す
る
保
護
者
に
つ
い
て
は
、授

業
料
（
公
会
計
）
を

含
む
学
校
徴
収
金
を
、保

護
者
の
口
座
か
ら県

の
口
座
・学
校
の
口
座
に
振
り替

え
られ
る
仕
組
み
を
整
え
て
い
る
。

口
座
振
替
の
手
続
き
に
つ
い
て
も
、保

護
者
は
１
種
類
の
振
替
依
頼
書
を
提
出
す
れ
ば
よ
く、
書
類
提
出
等
を

二
重
に
求
め
る
こと
は
な
い
。

そ
の
他
、千

葉
市
、福

岡
市
、鳥

取
市
に
お
い
て
も
、金

融
機
関
との
連
携
の
上
、保

護
者
が
１
種
類
の
振
替
依
頼

書
を
提
出
す
る
こと
で
一
括
徴
収
を
実
現
して
い
る
。

31



8

給
食
費
以
外
の
公
会
計
化
の
事
例
（
教
材
費
等
）

＜
鳥
取
市
教
育
委
員
会
＞
（
再
掲
）

平
成

29
年
度
の
夏
よ
り、
学
校
給
食
費
、指

定
補
助
教
材
費
等
の
公
会
計
化
に
向
け
、保

護
者
説
明
会
の

実
施
や
各
種
申
込
書
の
準
備
を
進
め
、平

成
30
年
度
よ
り公

会
計
化
を
実
施
して
い
る
。市

内
同
一
シ
ス
テ
ム
の

利
用
に
よ
る
事
務
処
理
の
負
担
軽
減
や
、教

師
が
従
来
行
って
い
た
徴
収
・管
理
業
務
の
削
減
を
図
って
い
る
。

ま
た
、公

会
計
科
目
の
未
納
へ
の
対
応
や
、振

替
が
で
き
な
い
家
庭
へ
の
連
絡
は
、市

教
育
委
員
会
が
電
話

連
絡
等
を
行
い
、学

校
の
負
担
軽
減
を
図
って
い
る
。

＜
東
京
都
町
田
市
教
育
委
員
会
＞

保
護
者
の
利
便
性
を
高
め
る
こと
と、
教
員
の
働
き
方
改
革
を
進
め
る
こと
を
目
的
に
、自

治
体
が
保
護
者
か
ら

学
校
教
材
費
等
を
集
金
し、
会
計
処
理
を
担
う仕

組
み
を
令
和
５
年
度
か
ら取

り入
れ
て
い
る
。（

学
校
教
材

費
等
の
公
会
計
化
）

※
学
校
教
材
費

…
教
育
活
動
に
係
る
費
用
の
うち
、保

護
者
が
負
担
す
る
費
用
で
、漢

字
ドリ
ル
等
の
冊
子
型
教
材
、理

科
や
図
工
等
の
材
料
型
教
材
、楽

器
等

器
材
型
教
材
、デ
ジ
タル
教
材
、校

外
学
習
の
交
通
費
等
、卒

業
ア
ル
バ
ム
等
卒
業
関
連
費
等

＜
千
葉
市
教
育
委
員
会
＞

平
成

30
年
度
よ
り学

校
現
場
の
多
忙
化
解
消
、保

護
者
負
担
の
軽
減
・公
平
性
の
確
保
、会

計
事
務
の
透

明
性
・コ
ン
プ
ライ
ア
ン
ス
の
向
上
を
目
的
に
学
校
給
食
費
を
含
め
、学

校
徴
収
金
の
公
会
計
化
に
取
り組

ん
で
い

る
。

※
学
校
徴
収
金

…
教
材
等
執
行
計
画
等
に
よ
る
物
品
（
学
年
・学
級
費
・共
同
購
入
費
）
、行

事
等
に
係
る
経
費
・積
立
金
（
校
外
活
動
費
・修
学
旅
行
積
立

金
等
）
、教

育
課
程
に
関
わ
る
活
動
費
（
生
徒
会
の
運
営
に
係
る
経
費
等
）
、卒

業
関
連
費
（
卒
業
対
策
費
・ア
ル
バ
ム
文
集
等
）

学
校
徴
収
金
の
管
理
に
つ
い
て
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9

教
材
費
の
公
会
計
化
に
つ
い
て

都
道

府
県

市
町

村
人
口

小
学
校
数

児
童
数

中
学

校
数

生
徒

数
義
務
教
育

学
校
数

児
童
生
徒

数

大
阪

大
阪

市
2,

73
9,

06
1

28
1

11
2,

80
7

17
2

51
,3

35
1

78
4

神
奈

川
大

和
市

24
1,

93
5

19
11

,7
94

9
5,

60
0

0
0

千
葉

流
山

市
20

1,
26

8
17

12
,3

56
9

4,
75

0
0

0

鳥
取

鳥
取

市
18

5,
89

0
39

8,
98

9
13

4,
37

1
4

79
3

千
葉

鎌
ケ

谷
市

11
0,

05
0

9
5,

35
2

5
2,

67
2

0
0

茨
城

下
妻

市
42

,9
05

9
3

1
0

0

長
野

小
諸

市
41

,7
57

6
1,

96
0

2
1,

04
9

0
0

静
岡

御
前

崎
市
牧

之
原
市

学
校

組
合

31
,4

69
0

0
1

36
5

0
0

静
岡

御
前

崎
市

31
,4

69
5

1,
55

5
0

0
0

0

茨
城

大
子

町
16

,0
62

6
50

4
4

30
4

0
0

山
梨

富
士

川
町

14
,5

70
3

60
9

2
39

0
0

0

香
川

小
豆

島
町

13
,7

18
4

52
3

1
26

9
0

0

福
岡

芦
屋

町
13

,3
93

3
69

5
1

32
1

0
0

岡
山

勝
央

町
11

,0
21

2
62

7
1

32
1

0
0

山
梨

身
延

町
10

,9
57

3
29

6
1

16
7

0
0

福
井

高
浜

町
10

,1
15

5
48

1
2

27
0

0
0

群
馬

嬬
恋

村
9,

47
2

2
35

1
1

20
1

0
0

千
葉

御
宿

町
・
布

施
学

校
組

合
7,

22
8

2
20

4
1

10
8

0
0

山
形

真
室

川
町

7,
22

1
3

27
4

1
16

4
0

0

和
歌

山
広

川
町

6,
81

8
5

32
8

2
19

3
0

0

福
島

楢
葉

町
6,

65
8

1
12

7
1

44
0

0

徳
島

牟
岐

町
3,

89
6

1
98

1
52

0
0

福
島

金
山

町
1,

90
1

2
36

1
21

0
0

福
島

三
島

町
1,

50
7

1
36

1
21

0
0

山
梨

丹
波

山
村

53
6

1
12

1
12

0
0

福
島

檜
枝

岐
村

52
4

0
0

0
0

0
0

長
野

平
谷

村
40

3
1

20
0

0
0

0 【出
典
】全
国
公
立
小
中
学
校
事
務
職
員
研
究
会

「令
和
３
年
度
学
校
財
務
調
査
結
果
」

令
和
３
年
度
に
お
け
る
教
材
費
の
公
会
計
化
の
導
入
状
況
に
つ
い
て
、市
区
町
村
教
育
委
員
会
を

対
象
に
調
査
し
た
とこ
ろ
、2

7の
自
治
体
に
お
い
て
教
材
費
の
公
会
計
化
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

教
材
費
の
公
会
計
化
に
よ
る
効
果

半
数
以
上
の
自
治
体
に
お
い
て
、「
教
員
の
業
務

負
担
の
軽
減
」、
「保
護
者
の
利
便
性
の
向
上
」

に
つ
い
て
効
果
が
あ
る
との
回
答

教
材
費
の
公
会
計
化
を
導
入
して
い
る
自
治
体
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10

（
参
考
）
学
校
の
働
き
方
改
革
事
例
集
よ
り①

P.
12

0
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11

（
参
考
）
学
校
の
働
き
方
改
革
事
例
集
よ
り②

P.
12

1
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12

（
参
考
）
学
校
の
働
き
方
改
革
事
例
集
よ
り③

P.
12

2
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令
和
５
年
９
月

総
務
省
自
治
行
政
局
住
民
制
度
課

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る

本
人
確
認
情
報
に
係
る
「
プ
ッ
シ
ュ
型
通
知
」
の
導
入

（
管
理
番
号
6
8
）

37
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1

分
権
提
案
（
管
理
番
号
６
８
）
に
係
る
回
答
・
論
点

○
プ
ッ
シ
ュ
型
通
知
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
J
-
L
IS
に
以
下
の
情
報
を
事
前
に
登
録
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

・
プ
ッ
シ
ュ
型
通
知
を
実
施
す
る
事
務

・
事
務
毎
の
対
象
者
に
関
す
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
住
民
票
コ
ー
ド
）
ま
た
は
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
一
の

４
情
報
（
氏
名
・
住
所
・
生
年
月
日
・
性
別
）

○
J
-
L
IS
に
プ
ッ
シ
ュ
型
通
知
を
実
施
す
る
事
務
の
対
象
者
情
報
が
集
約
さ
れ
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

○
上
記
の
考
え
方
を
整
理
し
た
上
で
、
提
案
団
体
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
取
得
後
の
ニ
ー
ズ
、
全
体
の
費
用
対
効
果
な
ど

を
勘
案
し
、
実
現
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

・
住
基
ネ
ッ
ト
の
プ
ッ
シ
ュ
型
通
知
の
実
現
に
当
た
っ
て
は
、
プ
ッ
シ
ュ
型
通
知
対
象
者
を
特
定
す
る
た
め
に
、
対
象
者
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
取
得
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
こ
と

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
取
得
に
よ
り
、
現
行
の
住
基
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
も
最
新
の
納
税
者
情
報
の
取
得
が
可
能
と
な
り
、
支
障
事
例

に
関
し
て
一
定
の
負
担
軽
減
が
図
ら
れ
る
見
込
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
提
案
に
つ
い
て
は
、
提
案
団
体
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
取
得
後
の
ニ
ー
ズ
、
全
体
の
費
用
対
効
果
な

ど
を
勘
案
し
た
上
で
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ま
す
。

回
答

＜
論
点
＞
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2

分
権
提
案
（
管
理
番
号
６
８
）
に
係
る
論
点

対
象
者
リ
ス
ト利
用
機
関
A（
税
務
事
務
）

氏
名

住
所

生
年
月
日

性
別

総
務
太
郎

東
京
都
・
・
・

19
94
・
・
・

男

住
民
花
子

東
京
都
・
・
・

19
64
・
・
・

女

番
号
次
郎

東
京
都
・
・
・

19
80
・
・
・

男

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

住
基
ネ
ッ
ト

J-
LI
S

①
４
情
報
や
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
本
人
確
認
情
報

を
照
会

②
本
人
確
認
情
報

を
提
供

市 町 村

都 道 府 県

本
人
確
認
情
報
を
通
知

対
象
者
リ
ス
ト

利
用
機
関
A（
税
務
事
務
）

氏
名

住
所

生
年
月
日

性
別

総
務
太
郎

東
京
都
・
・
・

19
94
・
・
・

男

住
民
花
子

東
京
都
・
・
・

19
64
・
・
・

女

番
号
次
郎

東
京
都
・
・
・

19
80
・
・
・

男

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

住
基
ネ
ッ
ト

J-
LI
S

①
事
前
に
プ
ッ
シ
ュ
型

通
知
の
対
象
者
情
報

を
登
録

②
登
録
し
て
い
る
対
象

者
の
本
人
確
認
情
報

に
変
更
等
が
あ
っ
た

場
合
に
プ
ッ
シ
ュ
型
で

提
供

現
行

プ
ッシ
ュ型
通
知
実
現
後

市 町 村

都 道 府 県

本
人
確
認
情
報
を
通
知

利
用
機
関
B（
生
活
保
護
事
務
）

対
象
者
リ
ス
ト

全
住
民
の
本
人
確
認
情
報

４
情
報
(氏
名
・
住
所
・
生
年
月

日
・
性
別
)､
住
民
票
コ
ー
ド
、

個
人
番
号
及
び
こ
れ
ら
の

変
更
情
報

全
住
民
の
本
人
確
認
情
報

利
用
機
関
A税
務
事
務

対
象
者
リス
ト

利
用
機
関
B生
活
保
護
事
務

対
象
者
リス
ト

利
用
機
関
C障
害
者
福
祉
事
務

対
象
者
リス
ト

利
用
機
関
D
税
務
事
務

対
象
者
リス
ト

利
用
機
関
A税
務
事
務

対
象
者
リス
ト

利
用
機
関
B生
活
保
護
事
務

対
象
者
リス
ト

利
用
機
関
C障
害
者
福
祉
事
務

対
象
者
リス
ト

利
用
機
関
D
税
務
事
務

対
象
者
リス
ト ・ ・

・ ・
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3

（
参
考
）
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
よ
る
J
-L
IS
照
会
に
つ
い
て

名
前

住
所

渡
邉
太
郎

東
京
都
千
代
田
区

霞
が
関
１
－
２
－
１

名
前

住
所

渡
邊
太
郎

東
京
都
千
代
田
区

霞
ヶ
関
１
－
２
－
１

○
４
情
報
(氏
名
・
住
所
・
生
年
月
日
・
性
別
)に
よ
り
、
J
-
L
IS
照
会
を
行
う
方
法
。

○
利
用
機
関
が
保
有
す
る
情
報
と
住
基
ネ
ッ
ト
が
保
有
す
る
情
報
に
表
記
ゆ
れ
が
あ
る
場
合
、
住
所
等
が
表
記

ゆ
れ
し
て
い
る
情
報
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
対
象
者
の
情
報
か
ど
う
か
利
用
機
関
側
で
確
認
が
必
要
な

場
合
が
あ
る
。

＜
利
用
機
関
＞

＜
住
基
ネ
ッ
ト
＞

名
前

住
所

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

渡
邉
太
郎

東
京
都
千
代
田
区

霞
が
関
１
－
２
－
１

12
34

56
78

90
1

○
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
よ
り
、
J
-
L
IS
照
会
を
行
う
方
法
。

○
利
用
機
関
が
保
有
す
る
情
報
と
住
基
ネ
ッ
ト
が
保
有
す
る
情
報
に
表
記
ゆ
れ
が
あ
る
場
合
で
も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

に
よ
り
対
象
者
を
一
意
に
特
定
す
る
こ
と
が
可
能
。

＜
利
用
機
関
＞

＜
住
基
ネ
ッ
ト
＞

名
前

住
所

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

渡
邊
太
郎

東
京
都
千
代
田
区

霞
ヶ
関
１
－
２
－
１

12
34

56
78

90
1

４
情
報
照
会

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
照
会
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